
項 誤 正

36
Q28 インンターネット上で自分の権
利を侵害するような書き込みを発見
した場合には、どうしたらいいの?

▼女性の人権ホットライン
0570-070-810
（ゼロナナゼロのハートライン）

削除
※「女性の人権ホットライン」は、「みんな
の人権１１０番」に統合されました。
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108
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